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大阪労働者弁護団  働く人のための学習会  「高齢者雇用の法的問題」  

 

                     ２０２３年１２月１日  

                      弁護士  宮  沢  孝  児  

  

 

第１  総論  

 

１  高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（以下「高年法」という。）上の

「高年齢者」とは何歳以上の者をいうか。いわゆる「高齢者」とは異なるの

か。  

 

 

 

２「定年」と労働契約の期間の違いは何か。  

 

 

 

３「定年制」は年齢による不合理な差別ではないか。  

 

 

 

４  高年法が定める「高年齢者雇用確保措置」とは、どのような内容か。  

 

 

 

５  高年法（２０２１年４月改正）が定める「高年齢者就業確保措置」とは、ど

のような内容か。  

 

 

 

６「高年齢者就労確保措置」と「高年齢者雇用確保措置」は何が違うのか。  

 

 

 

７  継続雇用制度下で、正社員と比べて仕事の内容は変わらないにもかかわら

ず、賃金水準が引き下げられ、雇用条件が悪化している場合、「同一労働同一

賃金」に反するのではないか。引き下げを無効とするためには、どのような法

律、条文を根拠とするべきか。  
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事例  

 X は、信販会社である Y 社に３５年以上にわたり雇用されてきた労働者であり

A 労働組合の組合員である。  

Y 社との間の労働問題について B 弁護士に相談している。  

定年直前の X の基本給は、３０万円、住宅手当４万円、家族手当３万円、皆

勤手当３万円、賞与は年２回で１回あたり平均５０万円（年収５８０万円）であ

った。  

 

Y 社は、２００４年高年法改正を契機として６５歳までの継続雇用制度を導入

し、再雇用規程に再雇用後の具体的な労働条件を規定し、雇用延長に関する基準

により６５歳までの継続雇用制度の対象者を制限した。  

２０１３年の高年法改正により、希望者全員を継続雇用制度の対象とすること

になった後も、労使協定に基づいて別紙の対象者基準１を設け、経過措置とし

て、６５歳までの継続雇用制度の対象者を制限している。  

２０２１年４月に高年法が改正されたことを踏まえ、２０２３年１月、７０歳

までの継続雇用制度を導入し、再雇用規程を改訂し、別紙の対象者基準２を設け

て７０歳までの継続雇用制度の対象者を制限している。  

 



 

3 

別紙  

 

対象者基準１  

第●条   

１  従業員の定年は満６０歳とし、６０歳に達した年度の末日をもって退職とす

る。ただし、本人が希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者であって、

高年齢者雇用安定法一部改正法附則第３項に基づきなお効力を有することとさ

れる改正前の高年齢者雇用安定法第９条第２項に基づく労使協定の定めるとこ

ろにより、次の各号に掲げる基準（以下「基準」という。）のいずれにも該当

する者については、６５歳まで継続雇用し、基準のいずれかを満たさない者に

ついては、基準の適用年齢まで継続雇用する。  

①過去３年以内の成績評価の平均が B 以上であること  

 ②懲戒処分を受けていないこと  

 ③直近の産業医による健康診断を受診し、その結果及び産業医の診断を基に、

勤務の継続に支障がない健康状態であると認められること  

 

２  前項の場合において、次の表の左欄に掲げる期間における当該基準の適用に

ついては、同表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる年齢以上の

者を対象に行うものとする。  

 

 

 

 

対象者基準２  

第△条  この規程において「６５歳以後再雇用」とは、定年後再雇用され６５歳

に達した者が、第〇条に定める基準を満たし、かつ本人が希望した場合に、６

５歳以後引き続き再雇用し、７０歳に達する日までを限度として雇用を継続す

る制度をいう。  

 

第〇条  この規程における６５歳以後再雇用の対象者は、６５歳到達時において

次の各号に定める基準を全て満たし、６５歳以後再雇用を希望する者とする  

 ①過去３年以内の成績評価の平均が B 以上であること  

 ②懲戒処分を受けていないこと  

 ③直近の産業医による健康診断を受診し、その結果及び産業医の診断を基に、

勤務の継続に支障がない健康状態であると認められること  
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第２  再雇用拒否  

 

１  X は２０２３年４月をもって、６０歳となることから、 Y 社への再雇用を希

望した。Y 社は、かねてから A 労働組合を嫌忌していたこともあり、X の過去

３年以内の成績評価の平均が B 以下であることを理由に、対象者基準１に基

づき再雇用を拒否した。X は、どのような理由でかかる再雇用拒否を争える

か。  

 

 

 

２  再雇用拒否の有効性を争うため、X から相談された A 労働組合、B 弁護士と

しては、どのような具体的手段をとるべきか。  

 

 

 

３  １の場合で、X が取引先に Y 社の機密情報を漏洩していたことから Y 社の

就業規則の解雇事由に該当していた場合、X は、どのような理由で、かかる再

雇用拒否を争えるか。  

 

 

 

４  １の場合で、Ｘがもともと有期雇用であり、更新を続けていた場合、 X はど

のような方法で、Y 社の再雇用拒否を争えるか。  

   

 

 

５  １の場合で、Y 社がそもそも継続雇用制度も、他の高年齢者雇用確保措置も

取っていなかった場合、X は、どのような理由で、かかる再雇用拒否を争える

か。  

 

 

 

６  X は２０２３年４月をもって、６５歳となるが、Y 社が７０歳までの継続雇

用制度を導入したことを踏まえ、Y 社への６５歳以後再雇用を希望した。Y 社

は、X の成績評価の平均が B 以下であることを理由に、対象者基準２に基づき

再雇用を拒否した。X は、どのような理由でかかる再雇用拒否を争えるか。  
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第３  再雇用後の雇止め  

 

１  Y 社は、２０１９年４月に X を期間１年として再雇用し、以後更新したも

のの、４年を経過する２０２３年４月の段階（X は６４歳）で、X の過去３年

以内の成績評価の平均が B 以下であることを理由に、対象者基準１に基づき

雇止めを行った。X は、かかる雇止めを争えるか。  

 

 

 

２  Y 社は、２０２１年４月に X を期間１年として再雇用し、以後更新したも

のの、２年を経過する２０２３年４月の段階（X は６２歳）で、１と同様の理

由で、対象者基準１に基づき雇止めを行った。X は、かかる雇止めを争える

か。  

 

 

 

３  Y 社は、２０１８年４月に X を期間１年として再雇用し、以後更新したもの

の、５年を経過する２０２３年４月の段階（X は６５歳）で、１と同様の理由

で、対象者基準１に基づき雇止めを行った。X は、かかる雇止めを争えるか。  

 

 

 

４  ３の場合、X は、無期転換ルールを主張することはできるか。Y 社が①更新

上限条項を設ける、②第二定年制を設ける、③有期雇用特別措置法の特例を利

用するなどしてきた場合、それぞれ、どのように対応するべきか。  

 

 

 

５  Y 社は、２０２３年４月（X は６５歳）、７０歳までの継続雇用制度を導入

したことを踏まえ、X を期間１年として６５歳以後再雇用し、以後更新したも

のの、２０２６年４月の段階（X は６８歳）で、１と同様の理由で、対象者基

準２に基づき雇止めを行った。X は、かかる雇止めを争えるか。  
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第４  雇用条件  

 

１  Y 社は、かねてから A 労働組合を嫌忌していたこともあり、再雇用規定に基づい

て、X の担当業務を従前の業務の中でも簡易な業務に限定し、パートタイム（所定

労働時間５時間、週４日勤務）で、賃金は時給１０００円、賞与なし、諸手当はな

し（年収約１００万円）という提示をしてきた。X としては、どのような理由で、

かかる条件提示について争うべきか。  

 

 

 

２  １の場合で、Y 社が、X の担当業務をこれまでしてきた業務と異なる清掃業務と

して提示してきた場合、X は、どのような理由で、かかる条件提示について争うべ

きか。  

 

 

 

３  １、２において、X は、Y 社が提示した再雇用の労働条件に納得できなかった

ため同意しなかったところ、Y 社は、X の再雇用を拒否した。  

X から相談された A 労働組合、B 弁護士としては、どのような具体的手段をと

るべきか。  

 

 

 

４  Y 社は、再雇用規定に基づいて、X の担当業務を定年前業務と同じ業務とし、基

本給２０万円、賞与は年２回で１回あたり平均２０万円、諸手当はなし（年収２８

０万円）という提示をしてきた。X は、どのような理由で、かかる条件提示につい

て争うべきか。  

 

 

 

５  ４において、X は、Y 社が提示した再雇用の労働条件に納得できなかったため

同意しなかったところ、Y 社は、X の再雇用を拒否した。  

X から相談された A 労働組合、B 弁護士としては、どのような具体的手段をと

るべきか。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


